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東日本大震災および原発事故による福島県外への避難の実態（1）
—— 母子避難者へのインタビュー調査を中心に ——
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Evacuation from Fukushima after Earthquakes and Nuclear Accidents: 
On an Interview Survey of a Voluntary Evacuating Mother  

Yu KONNO, Shuji SATO

Abstract
　　Two years eight months passed from the Great East Japanese earthquake and Fukushima Daiichi nuclear 
power plant disaster. But in Akita, there is still as 800 evacuating people from Fukushima. The damage caused by 
the earthquake disaster and the nuclear accident is still far from solution. In such situation this paper reports the 
present conditions of people who evacuates from Fukushima to Akita. What this paper wants to focus on is the 
people who chose the life with young children as an evacuee out of Fukushima in order to avoid the influence of 
the radioactive substance. So in particular this paper takes up an interview survey of a mother and child evacuating 
household and reports the actual situation of so-called “voluntary evacuees”.
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はじめに：問題の所在と本稿の目的
　福島県は，平成 23 年３月 11 日の東日本大震災とそれ
に起因する東京電力福島第一原子力発電所の事故によっ
て激しく毀損されてしまった。とくに原子力発電所では，
震災直後の同年３月 12 日から 15 日にかけて，４つの原
子炉とその関連施設で爆発的事故が相次いだ。近隣の住
民は，その事故の前後から福島県内外に避難を開始した。
そして福島県からの避難者は，路程にして 400km ほど，
直線距離にして 250km 以上離れた秋田県にも続々と押
し寄せた。それは，今後どのような展開をとるかわから
ない原発事故に恐怖をおぼえながらの，縁もゆかりもな
い土地への避難行であった。平成 23 年３月末には，そ
の数は 1,000 人を軽く上回っていた。
　そして震災・原発事故から２年８ヶ月経った平成 25
年 11 月の時点でも，福島県から秋田県内への避難者は
依然として 800 名ほどを数える。震災による被害も原発
事故のそれも，解決にはまだほど遠い状況である。本稿
は，こうした状況の中で福島県から秋田県へと避難し，
生活を送っている人びとの現状とその推移，また今後の
見通しについての報告のひとつである。

　もちろん，福島県から出て県外で避難生活を送ってい
る人びとの現状は多様である。原発事故で放出された放
射性物質によって，いまだに一時的に自宅に戻ることす
らままならない人たちも多くいる。しかしこれとは別に，
地域では震災・原発事故前と変わらない生活が続いてい
るが，放射性物質の影響を懸念して幼い子どもとともに
福島県外での避難生活を選んだ人たちも少なくない。本
稿が焦点を当てたいのは後者である。
　東日本大震災の発災以降，被災各県での／被災県から
の避難者の生活実態を定量的ないし質的に調査し，それ
に基づいてあるべき支援を提言した研究は数多い（一例
として，今井 2011；西城戸・原田 2013； 田端  2012； 
高橋他　2012；田並 2012）。同時に，原発事故という特
異な災害によって母子での自主避難をしている避難者に
ついて，大手マスコミ等がまとめた記事もけっして少な
くない。だがその一方で，避難指定を受けていない地域
から（いわゆる「自主避難」），しかも父親は自宅に居住
したまま母親と子どもだけで避難する（いわゆる「母子
避難」）人たちについて，その実態に迫る研究はまだま
だ少ないのが現状である。本稿Ⅱ・２に挙げるインタ
ビュー調査の内容でも明らかになるように，母子による＊ 秋田大学教育文化学部
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自主避難者は往々にして，みずからの避難行動に対して
ある種のネガティブな認知を抱きがちである。そのため，
こうした自主避難者が研究や取材の直接の対象になる機
会はたいへん少ないのである。
　そこで筆者らの研究グループ（1）では，平成 24 年 12
月から平成 25 年２月にかけて，福島県内の非避難指定
区域から自主的に避難し，秋田県内で母子での避難生活
を送っている世帯の母親４人，および福島県外に自主的
に母子避難している家族をもつ福島県内在住の父親１名
にインタビュー調査を行った。それらのインタビュー調
査では，それぞれの世帯における生活の実態や子どもた
ちの様子，あるいは福島県内の家族（また県外に避難し
ている家族）とのつながり等について率直な言葉が語ら
れた。本稿は紙幅の都合もあり，これらのインタビュー
調査のうちとくに母子避難世帯の母親と対象としたイン
タビューを１件を取り上げる。これにより，いわゆる「自
主避難」というかたちで秋田県内で避難生活を送ってい
る母親と子どもたちの実態の一端について報告するもの
である。
　なお，母子での自主避難という行動を理解するために
は，東日本大震災とそれに起因する東電福島第一原発の
事故による福島県からの避難の全体像を押さえておく必
要がある。そこで本稿ではまず，福島県から秋田県へと
避難し，生活を送っている避難者の状況の概要を，福島
県内の市民生活の変化とともに踏まえる（Ⅰ）。そのう
えで，秋田県内に自主避難している母親１名へのインタ
ビュー調査を分析・考察し，自主避難という避難形態で
の生活の実態とその推移，および今後の展望等について
報告する（Ⅱ）。震災・原発事故から２年８ヶ月経った
状況での中間報告ではあるが（本稿執筆時点），今回の
震災・原発事故に関連するひとつの記録となれば幸いで
ある。

Ⅰ．福島県から秋田県への避難の概要
（1）避難の現状
　平成 25 年 11 月１日の時点で，福島県から秋田県へ避
難してきた人たちの人数は 794 人，世帯数は 304 世帯と
なっている。手元に残っている平成 23 年５月から現時
点までのそれらの推移を図１に示した。
　避難者／世帯数の推移全体の傾向としてまず注目した
いのは，それらが平成 23 年６月に，859 人／ 342 世帯と，
いったん底を打っている点である。
　東電福島第一原発は，平成 23 年３月なかばに相次い
で爆発的な事故を起こし，その結果近隣の住民たちは不
本意な避難を余儀なくされた。そして高い放射線量を放
つ物質で汚染された原発近隣の地域は，同年４月 22 日
に，事故を起こした原発から半径 20km の範囲で，災害
救助法上の「警戒区域」に指定された。また同時に，原
発から半径 20km の圏外でも，調査によって明らかに
なった高線量区域は「計画的避難区域」として，警戒区
域に準ずる扱いとなった。（計画的避難区域内の主要道
路は例外的に通行可能とされた。）
　その一方で，原発から直線距離で 20 〜 30km 程度の
地域であってもとくに高線量ではない地域については，
やはり同日「緊急時避難準備区域」という地域に指定さ
れた。これはつまり，原発がさらなる爆発的な事故を起
こすような「緊急時」には，すぐにも屋内退避ないしは
避難ができるように住民に準備が要請される地域であ
る。事故を起こした４基の原発が不安定な経過をたどっ
た平成 23 年３月なかばから４月にかけて，事故の拡大
を懸念して遠方に避難していた同区域の住民も，それ以
降事故を起こした原発が比較的安定的な推移をたどった
ことで福島への帰還を進めていった。秋田県内の避難者
／世帯数がいったん減少したのは，こうした人びとが
とった行動のためであると考えられる。
　だが避難者／世帯数は，このまま右肩下がりの経過を

図１　福島県から秋田県への避難者数・避難世帯数の推移（秋田県被災者受入支援室�2011-13）
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たどったわけではない。むしろ平成23年６月以降の数ヶ
月，避難者はかなりのペースで増加したのである。全体
の推移で２番目に注目したいのはこの状況である。同年
６月以降の避難者／世帯数の増加分はほぼすべて，もっ
ぱら国によって避難指定を受けない地域からの，いわゆ
る「自主避難」者の増加によるものと考えられる。
　平成 23 年５〜６月ころから，国はこのたびの原発事
故による放射能汚染の状況を明らかにしていった（たと
えば文部科学省による航空機を使ったモニタリング調
査）。その結果，事故を起こした原発からある程度の距
離を隔てていても，放射線量がそれなりに高い地域があ
ることが公的に認められるようになった。これにより，
原発からある程度離れており，国による避難指定を受け
なかった地域の住民の間にも，避難の必要性についての
認識や議論が急速に拡大していったと考えられる。とく
に幼い子どもをもつ母親や胎児がいる女性等にとって，
調査によって判明した事態はよくないものと見なされた
ようである。
　こうして平成 23 年の初夏以降，福島県と秋田県の間
では，人の行き来が増加することになった。原発事故の
さらなる悪化に具える必要が少なくなり，警戒区域や計
画的避難区域および緊急時避難準備区域に指定された地
域の住民たちによる福島県内への帰還が進む一方で，反
対に指定区域外の地域に生活していた母子による自主避
難が急激に増えていった。そしてこうした２つのパター
ンの避難者／世帯が示す行動傾向は，その後しばらく継
続したと見られる。
　避難者／世帯全体の傾向として注目したい３番目の現
実は，平成 23 年の９月以降の動向である。秋田県では
同年の７月以降，いわゆる「一時避難」（一時保養）と
いう支援策を実施した。当時は福島県内の広い地域で，
子どもたちを屋外で自由に遊ばせることが制限されてい
た。とりもなおさず，原発事故による放射能汚染のため
である。そこで秋田県をはじめとする全国多くの都道府
県で，とくに各学校の夏休みにあたる期間中，福島県の
子どもたちを一次的に受け入れ，放射能による被害を心
配することなくのびのびと遊んでもらおうというプログ
ラムが広く実施された。23 年夏の時期に秋田県の避難
者／世帯数が急激に増えたのは（同年９月で 1479 人／
551 世帯），もっぱらこうした施策のためである。
　したがって秋田県内で継続的に，ないしは定住的に避
難生活を送ろうとする避難者／世帯の実数が落ち着くの
は，平成 23 年９月以降である。避難者数で 1,200 名弱，
世帯数で 440 世帯前後という状況が，それからおよそ半
年の間続くことになる。この時期にもやはり，警戒区域
および緊急時避難準備区域に指定された地域の住民たち
が福島県内へと帰還する行動が相次ぐ一方で，この時期

から新たに避難生活へと入ろうとする自主避難の人びと
が，秋田県内にも相当数流入していたのである。こうし
た人びとには，当然のことながら幼い子どもを抱える自
主避難者が多かった。家庭や仕事に関わる諸事情を整理
した上で，インターネット上にあふれていた玉石混淆の
情報を吟味し，血縁はおろか訪れたことすらない秋田県
をあえて避難先に選ぶ人も少なくなかった。

（2）避難元市町村別に見た避難者の推移
　次に，平成 25 年 11 月の時点での，秋田県内に避難し
てきている人たちが避難前に居住していた福島県内の市
町村別のデータを検討したい（表１）（2）。ここからは，
25 年５月末までにほぼ再編が完了した旧避難指定区域

（警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域・特
定避難勧奨地点）からの避難と，それ以外の地域からの
自主避難との大まかな比率をうかがうことができる。
　25 年 11 月の時点で，旧避難指定区域に含まれる市町
村からの避難者数は 302 人（約 38％），これに対してそ
れ以外の地域からの避難者数は 492 人（約 62％）となっ
ている。23 年 11 月の時点で両者の割合はほぼ拮抗して
いたことからすると，この２年間では自主避難者の割合
がむしろ相対的に高まってきている。
　ただし，25 年５月末までに旧来の避難指定区域の全
域が再編されたといっても，旧指定区域からの避難者が
避難生活からすぐに解放され，かつて生活していた自宅
に戻ることは現実的には難しい。各種のマスコミ報道か
らもわかるように，旧指定区域の再編以降，当該区域か

東日本大震災および原発事故による福島県外への避難の実態（1）

表１　避難元自治体別の状況
（平成 25 年 11 月・秋田県調べ）
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らの避難者でもとの自宅に戻った人はそれほど多くはな
い。自宅周辺の放射線量が除染作業にもかかわらずまだ
高めに推移していることは当然として，自宅がある地域
のインフラ復旧が遅れていること，住民の帰還が進まな
いことで生活に必須の「街」としての機能が戻っていな
いこと，一年に数度，しかも決められた短時間しか戻る
ことのできなかった自宅の「荒れ」が進んでいること等，
旧指定区域からの避難者の帰還を取り巻く状況は依然と
して厳しいからである。それでも，旧指定区域からの避
難者の中では，維持・修復をしたい自宅に少しでも近く
なるよう，秋田県から福島県内の見なし仮設住宅（借上
住宅）への住み替えも進んでいるようである。
　たしかに福島県では，災害救助法上の見なし仮設住宅
であるアパート等の借上制度を弾力的に運用し，県外避
難者が福島県内に帰還する場合に限って見なし仮設住宅
の住み替えを認めている。しかし重要な生活基盤のひと
つである住居を頻繁に変えることの負担はけっして小さ
くはない。秋田県でまだ避難生活を送っている旧指定区
域からの避難者にとっては，福島県内であっても住み慣
れた自宅地域に戻ることができないならば，いっそのこ
と自宅から遠く離れた地域でも変わりはない，という判
断もあるのかもしれない。
　それに対して，自主避難者の生活基盤は，震災および
原発事故の前後を通してほぼ一貫して保たれていること
が少なくない。大きく変わっているところといえば，母
親自身の職（避難時にほぼ退職している）と子どもたち
の学校（多くの子どもが転校手続きをとっている）だけ
である。母子での自主避難世帯にあっては，多くの場合
父親は震災・原発事故前の職を継続しており，またその
父親が震災・原発事故前に家族で住んでいた住居に住み
続けている。それゆえ母子での自主避難者にとって，帰
還しようと思いさえすれば，帰還はいつでも可能な状況
にあるわけである。
　ただし表１からもわかるように，現実には自主避難者
たちの帰還も進んでいない。以下の（3）で検討するよ
うな条件下では，環境や食物等の放射線量およびその低
下の見通しについて，まだ厳しめの評価が下されている
ものと見られる。
　自主避難者と旧指定区域からの避難者との間には，以
上のように福島県内への帰還を実現する上での諸条件に
大きな違いがある。これにより，両者において福島県外
での避難生活をやめて福島に帰還するペースに違いが出
ているようである。

（3）年齢構成別の推移
　最後に，避難者の年齢別の構成の推移を見てみよう（3）。
図２は自主避難者／世帯数がある程度落ち着いた平成

24 年１月の状況であり，図３はその 10 ヶ月後，平成 25
年 11 月のデータである。図２と図３とでは，避難者数
に大きな違いが見られる。しかしその一方で，いくつか
の特徴的な傾向については維持されたままであることが
わかる。
　まず注目したいのは，年齢階層別でもっとも大きなボ
リュームを占めるのが 30 代女性であること，そしてそ
のクラスの度数が同年齢階層の男性と比較して圧倒的に
高いことである。また度数の上で２番目に目を引くのは，
未就学児童の０〜６歳のクラス，および小学生の７〜
12 歳のクラスに見られる度数の高さである。つまり 30
代およびその前後の年齢層の母親が，小学生までの子ど
もを連れて，母子だけで自主避難している世帯がかなり
多い，またこれに比して同時に中学生・高校生をともなっ
た避難世帯の数はずっと少ないという現実がうかがわれ
る。
　実際筆者は，小学校高学年以降の子どもを伴って自主
避難してきた人たちが，避難後早期に福島県内の自宅に
帰還する例もしばしば目にしてきた。たとえば中等教育
段階の生徒を娘にもつある母親は，子どものために福島
県外に避難したつもりだが，当の避難が逆に子どもに計
り知れないほど大きなストレスを与えてしまった，と後
悔の念を表した。母親（とその家族）は，大切な娘の身
体を生活環境中の放射能による有害な影響から守るべ
く，その影響がほとんどない福島県外の地域へと自主的
に避難することを決断し，実行した。だがそうした避難
行動によって，当の女子生徒が福島の居住地域で築いて
きた大切な社会的ネットワークは決定的な打撃を被って
しまったのである。避難に強制性がない非指定区域では，
やはり当の地域で生活しつづける住民のほうが圧倒的に
多い。友人たちが避難しない中で「自分だけがなぜ
……」という思いが女子生徒を強く苦しめ，その結果女
子生徒は，転入した秋田県内の学校で不登校状態に陥っ
てしまったようである。
　福島県外での避難生活を始めるにあたり，保護者が自
分たちの子どもに，転居・転校に関する意向を確認する
のは当然であろう。ただ自主避難の場合，友人関係を中
心とする子どものネットワークの大きさや強度が，避難
生活の成否，むしろ避難をするかどうかの判断に大きく
関わってくるにちがいない。このような背景から，自主
避難生活を送っている世帯には，子ども自身の友人関係
を中心とするネットワークがまだ強固に形成される段階
以前の，小学校中学年までの子どもをもつ世帯が圧倒的
に多いのであろう。
　以上とも関わるが，２番目に注目したいのは，乳幼児
期に避難した子どもたちの推移である。福島県の「学校
基本調査」（福島県統計調査課編 2012； 福島県統計課編
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2013a）によると，震災・原発事故後の平成 23 年度およ
び平成 24 年度の新入学児童数は男女計で，それぞれ
16,683 人および 15,613 人となっている。それぞれ前年
度の新入学児童数から 1,843 人および 1,070 人，率にし
てそれぞれ約 10％および約 6.4％の大幅な減少となって
いる。震災・原発事故の影響がない平成 13 年から平成
22 年までの減少数が 10 年で 3,679 人，率にしておよそ
1.8％ほどの減少であるから，平成 23 年度および 24 年
度の新入学児童にきわめて大きな変動があったことは明
らかである。すなわち，とくに震災・原発事故発災時に
乳幼児期にあった子どもが，30 代を中心とした母親と
並んで，自主避難者のもうひとつの大きなボリュームを
形成していたのである。
　そして平成 23 年３月当時に幼児であった子どものう
ち相当数の子どもが，福島県外の避難先の地域にある小
学校に新入学することになったと見られる。秋田県にお
いてもその動きをうかがうことができる。24 年１月の
乳幼児数からすると，25 年のそれはたしかにおよそ半
数ほどになっている。しかし小学校段階の子どもたちの
数は，避難者数全体がこの間 69％ほどに減少する中で，
10 ヶ月前の約 89％にとどまっている。かつて秋田県内
に避難しており，現在は福島県内に帰還した乳幼児（お
よび現在小学生になった子ども）がいることはたしかで
あろうが，その一方で秋田県内で避難生活を継続し，避
難先地域の小学校に新入学した子どもも少なくないよう
である。

　なお，福島県における平成 25 年度の新入学児童数は
男女計で 15,595 人と（福島県統計課編 2013b），下げ止
まりないしは帰還の進展の傾向をうかがうこともでき
る。平成25年春には震災・原発事故から２年が経ったが，
トラブルを背負い込みかねない転校を避けるため，子ど
もの小学校入学時にあわせて福島県内に帰還した避難世
帯が多いのであろう。秋田県内で避難生活を送っていた
世帯でも，この時期には同様の傾向が見られた。

Ⅱ．福島県から秋田県への自主避難の現実
　　――インタビュー調査から探る母子避難
１．調査の概要
（1）調査の目的
　前節では，福島県から秋田県への避難者の現状とその
推移を，主に統計上のデータをもとに概観した。しかし
福島県から避難を決断するに至る背景や現在の避難生活
の現実は，各避難世帯および避難者それぞれできわめて
さまざまであり，統計的なデータに表れない多様性を
もっている。
　その中でもとくに，旧指定区域のうち警戒区域および
計画的避難区域に指定されていた地域からの避難者と，
それ以外の地域からの避難者とでは，避難生活への向き
合い方が大きく異なっている。これはもっぱら，両者に
対する原発事故の影響の度合い（ないしはそれについて
の社会的な認知）により，両者に対する公的・社会的な
待遇がまったく異なるからである。警戒区域等に居住し

東日本大震災および原発事故による福島県外への避難の実態（1）

図２　避難者の年齢別の構成
（平成 24 年１月・秋田県調べ）

図３　避難者の年齢別の構成
（平成 25 年 11 月・秋田県調べ）
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ていた避難者には，現在のところ原発事故に際して強制
的な避難を求めたこと等に関連するさまざまな賠償・補
償が行われている（4）。その一方で，それ以外の区域か
らの避難者≒自主避難者への公的な支援策はほとんどな
いのが実情である（5）。
　自主避難者が震災・原発事故以前に居住していた福島
県内の各地域には，事故後もそれ以前と変わらない生活
を送っている住民が多数いる。そうした地域については，
国がそのまま住み続けても何ら問題は発生しないとの見
解を取っているからである。（だからこそこうした地域
からの避難は「自主」避難と呼ばれるわけである。）だが，
このような背景から，自主避難者は特有の困難を抱えざ
るをえない。
　もちろん，事故を起こした原発の周辺に「ふるさと」
があり，その「ふるさと」のすべてを投げ捨てて避難し
なければならなかった旧指定区域からの避難者の苦悩は
想像を絶するものがあるだろう。しかし自主避難を選ん
だ人たちもまた，誰かから強制された結果としてではな
く，自

・ ・ ・ ・ ・

身の手で「ふるさとを捨てる」覚悟で行動を起こ
した。しかもその行動は多くの場合，それまで培ってき
た地域社会とのネットワークや自身の職業等に関する
キャリア，そして家族を中心とする子育ての環境等につ
いて，さまざまな，かつ深刻で不可逆的な分断が必然的
に起こることを想定したものであった。つまり自主避難
者の避難行動は，それによりきわめて甚大な負担が起こ
ることを引き受ける覚悟の上でのものであった。
　本節で取り上げたいのは，以上のような背景から特有
の困難を背負いながらも避難生活を続けている，自主避
難者の実態である。その中でもとくに，世帯のメンバー
全員にとってもっとも負荷が大きいと見られる，いわゆ
る母子避難の世帯について，自主避難生活の現実の一端
に迫ってみたいと考えた。

（2）調査の方法
　インタビュー対象者は，今回の調査の目的を踏まえ，
①東京電力福島第一原発の事故の影響を逃れるべく避難
していること，②原発事故以前は福島県内に居住してお
り，現在秋田県内で定住的に（短期保養目的ではない）
避難生活を送っていること，③避難指定区域ではない地
域からの自主避難であること，④学齢期の子どもをとも
なう母子世帯での避難であること，以上の４つの条件を
満たす母親とした。筆者が関わる，福島県からの避難者
を支援する組織の会員で，かつ上記の４条件を満たす避
難者のうち，福島県内でそれぞれ異なる地域に居住して
いた４名に直接インタビュー調査への協力を依頼し，了
承を得た。
　インタビュー調査はその後，平成 24 年 12 月に１名，

25 年１月に２名，２月に１名に対して，それぞれ日時
および場所をあらかじめ設定した上で行われた。インタ
ビュー調査の時間は，おおよそ１時間を目安とした。イ
ンタビュー内容は，インタビュー対象者の了解を得た上
でＩＣレコーダーに記録されたが，同時に筆者らインタ
ビュアーはメモを取りながらインタビュー対象者の話を
聞いた。
　インタビューは，（1）の目的に沿ったかたちで半構造
化された方法で行われた。主な質問項目は，①大震災発
災時の状況，②原発事故の報道への意識と反応，③避難
行動のきっかけと目的，④避難行動の経過，⑤避難行動
に対する家族等の反応，⑥避難生活の状況と課題，⑦避
難行動開始以降の子ども（たち）の様子，⑧子ども（た
ち）が福島県内で通っていた学校等および秋田県内で
通っている学校等の対応の実際とそれについて評価，⑨
福島県および居住していた自治体についての評価，⑩秋
田県および避難生活をしている自治体についての評価，
⑪今後の見通し，である。なおインタビュー調査の利点
を活かすために，インタビュー対象者に関わる固有の事
情をできるかぎり踏まえるかたちで質問がなされた。そ
れゆえインタビュー対象者によって，上記質問項目への
回答にかける時間および意識にバラツキがあった。

（3）本稿での調査内容の分析と考察
　以上のインタビュー調査を実施した結果，インタ
ビュー対象者にはそれぞれ固有の事情があり，インタ
ビュー内容を取りまとめることには大きな困難がともな
うことが予想された。そこで本稿では，４名の母親に対
するインタビュー調査の結果をまとめて分析・考察する
よりも，母親たちの声に傾聴するエスノグラフィー的な
手法を用いることで，原発事故による母子での自主避難
の実態を浮かびあがらせることとした。
　本稿では紙幅の都合もあるので，その第一弾として，
福島県Ｐ市から子ども２人とともに自主避難している母
親・Ａさんに対して行った調査でのインタビュー内容を
取り上げる。Ａさんへのインタビュー調査は，平成 25
年２月 22 日，秋田県Ｓ市内のさる施設で行われた。そ
の肉声から，母子での自主避難に踏み切るに至った経緯，
現在も続く避難生活の諸相，また生活上の多様な困難の
中にも通底する子どもたちへの思い等に触れてみたい。

２．Ａさんへのインタビュー記録に基づく考察
（1）Ａさんたちの母子避難の始まり
　Ａさんは現在 40 歳代前半で，福島県中通り地方のほ
ぼ中央に位置するＰ市の郊外地域に居住していた。Ａさ
んは結婚後数年間Ｐ市を離れることもあったが，生まれ
育ったＰ市は，Ａさんにとっては「ふるさと」と呼べる
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地域であった。Ａさんは，Ａさんの両親，Ａさんとその
夫，震災・原発事故発災時は地域のＸ小学校２年生だっ
た女児Ｂちゃん，４月から地域の幼稚園に入園する予定
だった男児Ｃくんの３世代・６人の家族で，Ａさん自身
の実家で暮らしていた。Ａさんの両親は会社を営んでお
り，宮城県Ｑ市の出身である夫はその会社で働いている
が，Ａさん自身は仕事をもっていなかった。
　平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災の発災を，Ａさん
はすでに下校していたＢちゃん，幼稚園に入園する直前
で家にいたＣくんとともに自宅で経験した。Ｐ市の自宅
は震度６強のきわめて強い横揺れに襲われた。立ってい
られないほどの揺れに，自宅は２階の屋根が落ち，塀が
倒れ，食器もほとんど落ちて割れるなどの被害を受けた。
停電はしなかったが，断水が長く続いた。
　とはいえＡさん一家にとって当時より心配されたの
は，発災時宮城県Ｑ市に居住していた夫の両親のことで
あった。Ｑ市は津波およびそれにともなう火災等の被害
が甚大で，Ａさん一家はその情報をテレビを通じて得て
いた。当時は夫の両親に電話をかけてもつながらず，無
事が確認されたのは発災から３，４日後のことであった。
　震災・原発事故の発災からおよそ１ヶ月ほどは，Ａさ
んの意識はこうした親しい人たちの命と生活の根幹に関
わる深刻な課題に集中した。原発事故と放射性物質の飛
散についてはテレビから情報を得ていたが，その当時は

「それほどたいしたことではないと思っていた」とのこ
とである。
　Ａさんは，東電福島第一原発の危機をめぐるニュース
を３月 11 日の夜から目にしていた。その後事故を起こ
した原発からの放射性物質の拡散についても，各地の放
射線量の値が地元テレビ局の放送でテロップとして常時
映し出されていたことは記憶している。当時を振り返り，

「それが出始めてから，なんかこっちのほうまで飛んで
来ているんだなあっていう感じ」をもっていたようであ
る。ただしＡさんにとっては，同年４月初旬までの間，
主たる心配が夫の両親の避難状況に向けられており，目
に見えない放射能汚染への対応が遅くなったことは致し
方ないだろう。
　とはいえ，Ａさんの対応が遅くなった理由はそれだけ
ではなかった。Ａさんはその理由の一端が，女児・Ｂちゃ
んと同じ学校に通う子どもの保護者や友人とのコミュニ
ケーションにあったかもしれないと振り返る。

　〔放射性物質の拡散とそれへの対応に関する話は〕あ
りましたけれど，やっぱりみんなそんなに深刻に考えて
いなくて。そういうのも，なんか大丈夫なのかなと思っ
てしまった要因っていうか。人のせいにするわけじゃな
いですけれど，みんないるから大丈夫かもって，迷って

いました。

　テレビで流れる情報を受動的に受け取り，友人たちと
の会話に安心していたＡさんに転機が訪れたのは，子ど
もたちの新学年開始・新入学が一段落した，４月も中旬
を過ぎたころであった。（この地域においても，平成 23
年度の始業は震災の影響により 10 日ほど遅れていた。）
平成 23 年４月 19 日，国は実質的に，一般市民が被曝を
許容してよい放射線量を年間１mSv から 20mSv に引き
上げた。そしてその旨の通達が，文部科学省から福島県
教育委員会や関係機関にも出されたのである。Ａさんは，
この件に関するテレビ等大手マスコミからの報道に一抹
の疑問を抱き，自分たちが暮らす地域にも達しているは
ずの放射性物質の影響について，「ほんとうに大丈夫な
のかな」と思うようになった。そしてＡさんは，インター
ネットで情報を探ってみた。

　一般人の追加被曝線量が１mSv から 20 まであがった
時期が，たぶん学校が始まったころだったんですよね。

「あれ？」って思って。そのとき初めて「あれっ？ ちょっ
とおかしいかも」って思って調べはじめたら，やっぱり
インターネットの世界ではもうとっくに「危ない，危な
い」って言われていたみたいで。「遅かった，気づくの
が」って思って，そのとき慌てて調べて。

　こうしたＡさんにとって，おそらくは子どもたちをめ
ぐる対応が後手に回ってしまったことについて，後悔の
念や申し訳ない気持ちも強かったのだろう。その結果Ａ
さんはすぐに，２人の子どもを連れて避難することを決
意した。Ｂちゃんが３年生に進級して通っていたＸ小学
校では，当時避難した子どもはまだ誰もいなかったが，
Ａさんのそこからの行動は迅速で，またたいへん精力的
なものであった。

　まず親を説得するというよりも，５月の連休を境に
ちょっと遠くに行ってきますみたいな感じで。

　学校が４月 28 日くらいからゴールデンウィークの休
みになったと思うんですけれど，その日にとりあえず神
奈川に住んでいる妹のところに行きました。

　とりあえず妹のところに行ったら，妹家族が連休中に
旦那さんのほうの，沖縄県Ｒ市の親戚のところに行くと
いう話が出たので，それに便乗してＲ市まで行きました。
そしてそこで１ヶ月生活しました。

　このころのＡさんにとっては，沖縄県Ｒ市から２人の
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子どもとともにふるさとのＰ市に戻ろうという考えはも
はやなかった。母子での避難生活を続けていく覚悟がす
でにできていた。とはいえ，Ｒ市の遠縁の親戚にお世話
になり続けるわけにもいかない。Ａさんはその後，神奈
川の妹宅でさらに１ヶ月を過ごしながら，秋田県内で定
住的な避難生活を始める準備を進めた。その際も，イン
ターネットを活用して情報を収集した。
　秋田県は，Ａさんにとって見知らぬ土地ではなかった。
女児・Ｂちゃんが生まれた直後に，当時会社勤めをして
いた夫とともに秋田市内で生活した経験があった。だが
Ａさんが避難先を秋田県内に決めたことには，他にも理
由がいくつかあった。

　やっぱり家族を納得させるのって重要です。何となく
福島と同じ東北だと地元みたいな感覚が東北人の中には
あるんですよ。だから私の父親とか母親を説得するのに
も，「秋田なんてすぐそこだし」みたいな感じで。あと
はあんまり放射能の被害がなかったというのが一番。

　山形はやっぱりけっこう放射性物質が飛んでいるし，
あと避難者がいっぱい行っているので，各地で汚染がひ
どいっていうニュースは当時からあったんですよね。そ
れこそ警戒区域から車もっていって，洗車して，そこが
ひどいとかそういうニュースがけっこう出ていたので。
それに住むところがもうないっていう話も。あとは避難
者に対してすごく冷たいって聞いたので。やっぱりあっ
ちこっちでいろんな問題を起こしている避難者もけっこ
ういて。

　それで避難者に対しての偏見みたいなのが新潟とか山
形に多いと聞いていたので。やっぱり規模が全然違うん
ですよね，避難している人の規模が。そうなると子育て
しづらいかなというのもちょっとあったし。あとはほん
とうに，事故を起こした原発から遠くに逃げたかったの
で，なるべく遠いところに。

　妹一家が住む神奈川県内は避難先の候補にならなかっ
たのだろうか。

　何ていうか，東北人はバカにされるぞっていう，父親
がそういうことをすごく思っていて。そんなところに
行ったら子どもたちがいじめられる。やっぱりそのころ
たぶん千葉で避難者の子どもがいじめに遭ったとか，そ
ういうニュースもありましたよね。

　平成 23 年夏ころのマスコミはたしかに，福島県から
避難してきた子どもに対するいじめが各地で発生してい

ることを報じていた。やはり放射能に関連する事柄での
いじめが多かったようである。

　関東方面に行ったら，福島から来たっていうので子ど
もたちがいじめられるからだめだっていうのもあった
し。あとは汚染がけっこうあったっていう。

　Ａさんが子どもたちとの避難先を秋田県内に決定した
際の判断の基準についてまとめておきたい。
　第一に，原発の爆発事故によって飛散した放射性物質
に起因する放射線量が低い地域であることがもっとも重
要であった。Ａさんたちの避難の目的は，何よりも子ど
もたちの健康を守ることに置かれていたのであるから，
これは当然のことである。ただし爆発事故による放射性
物質の飛散は，事故を起こした原子力発電所から同心円
状に広がっているわけではない。放射性物質による汚染
の状況は，現実には事故発生当時のさまざまな気象条件
やその後の諸事情が作用し，かなり複雑な様相を呈して
いる。それでも，事故を起こし，またその事故がとても
収束したとはいえない原発からできるだけ遠い地域を選
びたいという，わが子らの健康を思う母親の心情も看過
できない。
　第二に注目したいのは，福島で変わらずに生活を続け
ている家族との関係に対する，Ａさんのできるかぎりの
配慮である。夫との関係はもちろんだが，福島でいっしょ
に暮らしていた実の両親の理解を取り付けること，家族
全員が納得の上で避難先へと送り出してもらうことは，
自主避難を実現し成功させることにとってきわめて重要
な条件となるのだろう。そうしたＡさんなりの配慮は，
福島に残る家族にも伝わっていたいにちがいない。福島
県からの避難者に対するいじめのニュースを聞きつけた
Ａさんの父親が，Ａさんたちに関東方面へ避難すること
を反対したのも，父親なりのＡさんたちへの配慮であっ
たと考えられる。
　また第三に，避難先で定住的な生活を送る上で，Ａさ
んができるだけ生活しやすい社会的環境を求めていたこ
とも明らかである。平成 23 年の夏までに，福島県から
他県を目指す避難行動はある程度進行していた。とくに
隣県である山形県・新潟県には，それぞれ１万人をはる
かに超える数の避難者が押し寄せていた。（それに対し
て秋田県では，図 1 からもわかるように定住的な避難者
の最高値は 1,200 人足らずであった。）山形・新潟の両
県ではとくに，多くの避難者が一気に押し寄せた結果，
各地でさまざまなトラブルが発生していた。このことは，
当時の報道からもうかがうことができる。福島県から避
難する側はもちろん多様な困難を抱えていたが，福島県
からの避難者を受け入れる側の苦労も，けっして小さく
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はなかったはずである。福島県外への避難の目的を安心・
安全な環境での子育てに置いたＡさんにとって，トラブ
ルが発生しやすい社会的環境は避難先の選択肢に入らな
かったのであろう。
　Ａさんたち３人の世帯の避難先は，以上のようないく
つかの条件を踏まえて秋田県に決定された。では，秋田
県への避難行動を起こすに際して，子どもたちの反応・
対応はどうだったのだろうか。

　娘は事情がちょっとわかってくる年だったので，放射
能に対する恐怖心を植え付けて連れてきたんですよね。

　だからすごい恐怖心がいまだに残っているようです。
Ｐ市に戻るとこうやって口を押さえたりして。でもこれ
から自分で身を守っていかないといけないんで，食べ物
を選ぶ習慣を付けさせたりとか。裏を見て，裏を見たく
らいじゃわからないかもしれないですけれど，やっぱり
そういう生きていくすべというか，そういうものも教え
つつ。

　当時Ｘ小学校の３年生に進級したてだった女児・Ｂ
ちゃんにとっては，それまで馴染んできた生活が一変す
るような避難に対して，やはりそれなりに抵抗があった
であろう。ただＢちゃんはそれでも，最愛のお母さんの
説得を受け入れ，その言葉を信じて，またお母さんの期
待を感じとりながら，行動をともにしたのである。
　そして県外避難を進める上で，当時小学校３年生にな
りたてという発達時期にあったＢちゃんには，友人関係
のあり方が大きな障害とはならなかったようである。

　仲がいい子はいましたけれど，でも友情とか，親友と
か，そういう感じまではいってなかったと思います。

　自主避難の実現ないしは成功にとって大きな要因のひ
とつがここからうかがえる。Ⅰ．（3）の事例でも指摘し
たように，小学校中学年以降の子どもがいる世帯にとっ
て，自主避難は一気に困難になるようである。まわりの
友人の多くが避難せずにかつてと変わらない生活を送っ
ているのに，なぜ避難指定もされていない地域から，自
分だけが県外にまで避難しなければならないのか。こう
した疑問は，たんなる理由探しで終わるわけではない。
友人との密なネットワークが築かれている場合，自主的
な避難という行動は，仲のいい友人たちにとっての背信
であるかのように認知されるのかもしれない（6）。避難
指示が公的に出されていない地域からの自主避難という
行動は，多くの場合，避難する者のうちに罪悪感等のネ
ガティブな感情を引き起こしているのだろう。こうした

認知と感情の連鎖により，自主避難したくてもできない
という住民も，けっして少なくはないにちがいない。
　なお今回のＡさんへのインタビューでは，男児・Ｃく
んに関する具体的な話は出てこなかった。ただこのこと
は，避難行動を開始した当時まだ３歳であったＣくんの
評価や意見，反応等が今回の母子での避難行動に対する
大きな障害とはならなかったこと，つまりは避難行動が
Ｃくんの（個人的な）生活にとってはそれほど大きな抵
抗とはならなかったことの証であると考えられる。

（3）Ａさんたちの母子避難生活の現状と課題
　さて，こうしてＡさんが避難先として選択したのが，
秋田県中央部のＳ市であった。学校や幼稚園，またスー
パーマーケット等の生活関連施設が近隣にあるアパート
を自力で探し出し，借上住宅（見なし仮設住宅）として
契約した。そのアパートがある地域が，自宅がある福島
県Ｐ市郊外と似た雰囲気をもつことは偶然ではない。Ａ
さんが安心して子育てができる諸環境を重視した，必然
的な結果である。ＡさんとＢちゃん，Ｃくんの３人家族
は，23 年７月からＳ市での生活を送っている。その現
状と課題について，以下にまとめてみたい。
　Ｂちゃんは現在，Ｓ市立Ｙ小学校に通っている。当初
は区域外就学のかたちをとっていたが，Ａさんが現在の
生活で使用する自動車を購入する際に，世帯の住民票を
Ｐ市からＳ市に移した。これにより区域外就学は解消さ
れ，またＳ市からのさまざまな住民サービスも受けられ
ることになった。
　ただし，Ｂちゃんが３年生のごく初期まで通っていた
Ｐ市のＸ小学校との関係はまだ続いているという。

　避難する際，Ｘ小学校には「いつでも戻ってきてくだ
さい」みたいなことは言われました。あとＹ小学校を通
して，Ｘ小学校での配布物とかが送られてくるときがま
だあるので。

　とはいえＡさん自身は，Ｘ小学校にはＢちゃんの転校
先がＹ小学校であることは届けたが，世帯の避難先の住
所までは伝えていない。そこでＸ小学校は，転校先であ
るＹ小学校経由で，Ｘ小学校の状況をＡさんの世帯に伝
えようとしているのである。
　Ｐ市のＸ小学校は，田園と住宅団地が広がるＰ市郊外
の小規模校である。多くの学年は２クラスだが，１クラ
スしかない学年もある。そうしたまとまりのあるＸ小学
校では，放射線量から判断して当初予定されていなかっ
た除線作業も，地域住民にも支えられて実施された。こ
のようなＸ小学校からは，Ａさん世帯をふくめて２世帯
という自主避難児童に対して，きめの細かいフォローが

東日本大震災および原発事故による福島県外への避難の実態（1）
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行われているようである。ただし，学校がとるそうした
フォローとその姿勢も，自主避難を続けている立場には
懐疑的に映るようである。

　〔Ｘ小学校からの配布物に書かれているのは，〕あとは
Ｘ小学校の児童たちがどういう活動をしているかみたい
な。そういうのを見るとなんかもう愕然とします。こん
なことをやってるんだ，運動会もやっちゃったんだって，
悲しくなりながら見ました。

　残っている人たちのことを非難するつもりはないです
けれど，〔運動会のような活動は〕やっぱり私にはでき
ないなって思います。私はさせられないって。

　Ｘ小学校がどういう意図があって配付物を送ってくる
のかはちょっとわかりません。「戻ってきて」っていう
感じなのか，「もうふつうに大丈夫なんですよ」ってい
うアピールなのか。ちょっとそこは分からないところで
す。ただ去年１年分の活動内容が送られてはきました。

　放射線量の数値自体は客観的な，誰しも共有できるも
のである。ただし，そのひとつの数値をどう評価するか
が人によって多様である。この評価の枠組みが折り合わ
ないかぎり，学校と県外への自主避難者の思いが一致す
ることはないだろう。
　一方で，Ｂちゃんが現在通っているＳ市のＹ小学校で
の生活はどうだろうか。ＡさんはＹ小学校の対応につい
て，端的に次のように発言している。

　とてもよくしていただいています。理解があるって
言ったほうがいい，たぶん。

　Ａさんたちの避難の当初から，Ｙ小学校はＢちゃんを
快く受け入れてくれたようである。

　最初の対応も「たいへんでしたね」っていう感じで。
私たちの家族が初めての避難者だったので。もうひと家
族あとから来たんですけれど，そこ２つだけだから。

　前述の（2）で，Ａさんが２ヶ月かけて定住的な避難
先を探したことを見たが，その慎重な行動はＡさんが期
待した結果に結びついているようである。やはり避難者
が押し寄せるような地域では，受け入れる側もそれなり
に苦労するはずである。そのことは学校にもあてはまる
にちがいない。全避難者数のピークの値でも 2,000 人，
県人口比で 0.2％に満たなかった秋田県内の，しかもＳ
市という郊外の地域にあるＹ小学校だからこそ，自主避

難してきたＢちゃんとＡさん家族をスムーズに，適切な
配慮のもとで受け入れることができたのかもしれない。
　とはいえ原発事故からの自主避難者を受け入れたＹ小
学校には，適切な対応をとりうる背景もあった。

　Ｙ小学校のある地域には転勤族の方も多くいるらしく
て，転校生が多い学校なんだそうなんですね。だから転
校生に対して変な偏見がなく，クラスのみんなが馴染ん
でくれるよって言われたので，安心して。

　避難者の子どもを受け入れる学校の側でも，とくに小
学校低〜中学年の児童くらいであれば，転校の理由はそ
れほど重要なものとはならないのかもしれない。クラス
の児童たちはＢちゃんを，一般の転勤にともなう転校生
と同じように受け入れたのだろう。ただしその場合も，
学級担任をはじめとする教員の側が，児童たちと同じよ
うに，避難児童を一般の転校生と同様の対応をとること
が肝要であったと考えられる。
　たしかに，誰も経験したことのない原発の事故による，
しかも自主的な避難にともなう転校であれば，一般の転
校の場合とは異なる特別なケアが必要になることもあろ
う。しかしそうした特別なケアが，自主避難してきた児
童・生徒に対する一般児童による特別視を助長すると
いった，予期しない負の効果を生み出すこともありそう
である。学校現場には，こうしたケースでもやはり，子
ども一人ひとりの実態に即した対応が求められるといえ
そうである。Ｙ小学校ではこうした意味でも，Ｂちゃん
という児童をある程度理解した上で，全校一丸となった
適切な受け入れが首尾よくいったといえるであろう。
　Ｂちゃんは現在，そうしたＹ小学校でのびのびと成長
しているようである。Ｙ小学校で新しくできた友人との
関係も良好で，今では地域のスポーツ少年団でも忙しく
活動しているとのことである。そしてＢちゃんのスポー
ツ少年団の活動は，Ａさん自身にとっても，生活の上で
よい影響をもたらしているようである。福島にいるとき
よりも，現在のほうがやることがいっぱいあって忙しい，
とのことである。
　さて，以上からわかるように，ＡさんとＢちゃん，Ｃ
くんの母子避難世帯は，秋田県のＳ市で落ち着いた生活
を送っている。親子ともども，安心できる環境で充実し
た生活を送っていることがうかがわれる。
　とすると，Ａさんは今後も子どもたちとの母子避難の
生活を続けていくつもりでいるように思われる。だがこ
の問題に対する答えは，実際にはそう簡単に出せるもの
ではない。避難生活を続けるには，避難先での生活の様
子以外にも，解決しなければならない課題がいくつもあ
るからである。
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　そうした重要な課題のひとつが，世帯が分断した二重
生活を支えていくための経済的な条件である。Ａさんは，
現在のところ経済的にも大きな困難は抱えていない，と
述べている。ただし，Ａさんが次のように付け加えてい
ることも事実である。

　現在は，ですね。これがどのくらい長引くかによって
……。今はほんとうに貯金を切り崩しているような感じ
なので，それが果てたらいったいどうなるのかという。
やっぱり，この生活は主人の給料ではまかなえないので。

　今回の大震災および原発事故に際して，国は災害救助
法の枠内で，「見なし仮設住宅」として民間アパート等
の借上支援を行っている。世帯の人数にもよるが，避難
世帯が日常生活を大きな不満なく送ることのできる程度
の住居を国が借り上げることで，避難生活にかかる家賃
を支援するというかたちである。この住宅借上制度は，
指定区域からの避難者のみならず自主避難者も活用でき
る数少ない支援制度のひとつである。
　福島県外への自主避難者のほとんどは，この制度を活
用して避難生活を送っている。もちろんＡさん世帯もそ
のひとつである。だが，自主的な避難生活をこの住宅借
上制度だけで経済的に楽に送ることができているかとい
うと，それは難しそうである。二重生活につきものの出
費や，福島県と避難先との往復の交通費等は，家計を確
実に圧迫している。
　ただ，家計が苦しいのであれば，避難先で仕事をもつ
という選択肢もあるだろう。しかし自主避難生活では，
現実的には働くことにもまた困難がつきまとう。

　秋田県に来ているといっても，こっちにずっといるわ
けじゃないから，仕事というのもどうしたらいいのかな
と思ったりして。本格的にもできないし，いつ何かある
かもわからないので。

　仕事に就くことに関しても，母子で自主避難をしてい
る世帯に特有の課題をうかがい知ることができる。第一
に，母子避難では必然的に二重生活を送らざるをえない
ので，世帯が一堂に会する数少ない機会を大事にしたい。
仕事をもつと，こうした行動面での融通をつけづらくな
るだろう。また，自主避難している世帯にとって，もと
とも生活していた基盤は避難元の地元にそっくりそのま
ま残っていることが多い。そうであれば，放射能に対す
る評価次第では，いつでも避難先を引き払って福島県内
の自宅に帰還することも可能である。避難生活というも
のがそうした状態であることを自己認識しているなら，
避難先で責任ある仕事に就くことはいっそう困難であ

る。さらに，事故を起こした原発の状態も気がかりであ
る。現在，東電福島第一原発の４号機の燃料プールから
燃料棒を取り出す作業が開始されたが，原発については
今も，それが安定した状態にあるなどということはでき
ない。ことが起こったら，避難先からさらに避難するこ
とすら考えなければならない。そうした際には，仕事は
足かせでしかなくなってしまう。
　そして自主避難を続けていく上での重要な条件の第二
に挙げられるのが，母子による自主避難が必然的に生ま
ざるをえない，「家族の分断」という状況の解決である。
家族の中に，しかも家族に固有のものとしてある人間関
係を，母子での避難生活が長期化する中でどう維持し，
またよりよいものとしていくかが課題となる。
　福島県Ｐ市と秋田県Ｓ市とは，高速道路を利用しても
５時間ほどもかかる距離にある。ただ幸いにも，Ａさん
の夫は移動のための自動車の運転をあまり苦にしないと
のことである。往復で 10 時間ほどもかかる行程を，雪
のないシーズンであれば１ヶ月に２回のペースでこなし
てきたという。このペースで家族全員で会うことができ
れば，家族内で分断されているという感じは少ないのか
もしれない。

　子どもたちもやっぱりパパに会いたいっていう気持ち
はあるみたいですけれど，仕方がないとちょっと思って
いる。「離れているから」って，何となく子ども心に感
じているのでしょう。

　避難生活に対する子どもたちなりの理解と協力は，母
子での避難生活を続ける際の強力な後ろ盾となっている
にちがいない。その一方で，「家族の分断」という現実は，
福島県内のもとの居住地に残された家族のほうが強く感
じるのかもしれない。

　私は家族が分断されているとはあまり感じないんです
けれど，やっぱりパパは感じているんだと思います。

　パパはあまり福島－秋田の行き来を苦にしていない。
体は疲れているとは思うんですけれど，気持ちが。

　夫であり父親である者の気持ちと行動もまた，母子に
よる自主避難を支える大きな条件のひとつなのかもしれ
ない。
　以上，Ａさん一家が母子での自主避難生活を続けるに
あたって解決すべき課題を２点見てきたが，どちらも予
断を許さない状況にあると考えるべきなのかもしれな
い。それではこの状況を受けて，Ａさんは結局のところ
母子での自主避難生活の今後をどのように展望している
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のだろうか。

　とりあえず借上住宅の支援が出ている間は秋田にいた
いなと思っているんですけれど。一度出ちゃうとあとは
支援がないので，そうなると二重生活は厳しいんですよ
ね。

　前述の通り，住宅借上制度は災害救助法の範囲内での
支援策である。したがって借上住宅の住み替えは原則的
には不可能である。（ただし現在のところ，例外的に福
島県内の仮設住宅ないし見なし仮設住宅への転居のみ可
能とされている。）自主避難者にとっては現実的には，
自宅に戻り再度の避難をあきらめるか，それともさまざ
まな困難を抱えてでも避難生活を続けるか，いずれかの
選択肢しか残されていないのである。
　もちろん，避難先で人間関係やその他のネットワーク
を新たに構築し，転校先の学校生活に慣れた子どものこ
とを考えれば，福島の自宅に帰還することもいっそうた
めらわれるにちがいない。子どもの健康と安心できる暮
らしを手に入れようとした結果の避難生活の中で，今や
子どもたちにとってはかけがえのないものが形成されて
いるのかもしれない。とはいえそうした新たな人間関係
は，家族に固有の人間関係とはかなりずれた空間で育っ
ているともいえる。

　どうしようか悩んでいる。迷っているというよりは悩
んでいるという感じ。戻りたくないんですけれど，いつ
までもまったく縁のない秋田に居続けるというのもなん
か現実的ではないので。

　自分の中では，福島に帰るっていう選択肢はありえな
いと思っているんですけれど，わからないですね……。

　Ａさんの悩みは，残念ながら今後もしばらくは続きそ
うである。ただ家族とのつながりや子どもたちの発達の
現実，あるいは秋田での新たな生活等が，Ａさんのその
悩みを過度に深刻なものとはさせていないのかもしれな
い。そのバランスはたしかに予断を許さないものである
かもしれないが，しかしインタビュー調査の内容は総じ
て，Ａさん自身がそのバランスを主体的に取りながら，
調整しながら着実に生活を送っていることがうかがえる
ものであった。

おわりに：結論的考察と今後の課題
　Ａさんへのインタビュー記録からは，Ａさん世帯の秋
田県Ｓ市での母子による自主避難生活が，おおむね順調
に推移していることがうかがわれる。そうした成功の要

因を挙げるとすれば，大きく以下の３点に絞られるだろ
う。
　第一に，福島県Ｐ市内の自宅に残って生活している夫
ならびに両親のさまざまな支持が適切であったことが挙
げられる。Ａさん自身の地道で精力的な努力もさること
ながら，そのＡさんの努力に応えて自主的な避難行動に
対して理解と協力を進めた夫と両親の存在なしには，Ａ
さんたちの今回の自主避難はけっして成立しなかった
し，また成功しなかったであろう。
　また成功要因の第二に挙げられるのが，避難先の秋田
県Ｓ市立Ｙ小学校の対応である。自主避難の行動は一貫
して，親がわが子のためを思う気持ちに裏づけられてい
る。それゆえわが子が避難先で苦しむことは，親からす
れば絶対に避けたいものである。Ａさんの慎重な選択が
功を奏したとも考えられるが，自主避難世帯の児童とし
て初めてＢちゃんを迎え入れたＹ小学校での対応は，こ
の意味できわめて適切であったといえる。
　そして第三に，結局のところＡさん自身の行動傾向が
避難生活を成功させるための重要な要因であったと見ら
れる。インタビュー調査からは，ポジティブなものであ
れネガティブなものであれどんな事態も冷静に認知し，
多くの可能性を慎重に検討し，あらゆる人とのコミュニ
ケーションを欠かさず，あらためるべきは柔軟に対応し
てきた姿が浮かびあがった。福島県内に残った家族や秋
田県内で子どもたちを受け入れた学校の教職員による適
切な対応も，そうしたＡさんに強い信頼を抱いているこ
との結果なのかもしれない。
　なお母子での自主避難者では，先述のように，多くの
住民が居住し続けている地元から自分たちだけが避難し
た現実を踏まえ，その行動に対してネガティブな感情を
ともなった認知をしていることがきわめて多い。その意
味で，本稿で扱われたＡさんへのインタビュー調査のエ
スノグラフィー的な記録は，表に出ることの少ない貴重
なもののひとつであるといってよいだろう。避難の企図
と過程，その中での家族の葛藤，子どもたちへの思いと
子どもからの支援，子どもの生活の現状と今後の見通し，
福島県内に残っている夫との結びつき等についてのＡさ
んの言葉は，原発事故という史上類を見ない災害に向き
合わなければならない家族のリアルな証言として，母子
による自主避難の意味の一端を明らかにしてくれたので
ある。
　とはいえ，人びとの生活が現実的には多様であるかぎ
り，自主避難のありようもまたきわめて多様である。今
後，筆者らの研究チームによるインタビュー調査に応じ
てくれた残り３人の自主避難世帯の母親たち，および家
族を福島県外に自主避難させている父親１名の記録を分
析・考察する予定である。そうした研究を続けることに

Akita University



− 157 −

より，上述のような複雑な要素を少しでも整理し，母子
による自主避難の意味にいっそう迫りたい。　　〈了〉

【註】
（1） 本研究は，平成 24 年度文部科学省科学研究費助成対象事
業（基盤研究（B））「東日本大震災における教育行政機関・
職員の機能と実態に関する研究」（平成 24 ～ 26 年度・研究
代表者：佐藤修司）の一環として行われたものである。

（2） 秋田県内に避難してきている人たちが避難前に福島県内に
居住していた市町村別のデータ（平成25年11月１日現在）は，
本研究にあたり秋田県被災者受入支援室より提供を受けた。

（3） 福島県から秋田県に避難している人たちの年齢別のデータ
（平成 25 年 11 月１日現在）は，本研究にあたり秋田県被災
者受入支援室より提供を受けた。

（4） ただし，警戒区域・計画的避難区域等からの避難者に対し
て現に実施されている賠償・補償が，避難者が原発事故によっ
て失われたものすべてを補うのに適切なレベルとなっている
とはおよそいいがたい。法や制度が整備されているとしても，
指定区域からの避難者の生活支援が現実に進んでいるように
は見えない。

（5） 自主避難者に対する支援策は，現時点では見なし仮設住宅
≒借上住宅の家賃補助が中心で，その他の支援策は避難先の
各自治体による。

（6） 実際に避難指定を受けていない地域において，自主避難者
とは逆の立場，つまり自主的に避難せずにもとの居住地域に
残っている住民が，自主避難の行動を「○○さんは逃げた」
という言葉で表現することも少なくない。避難せずに残って
いる住民もまた，少なからず心理的な傷を負っているのかも
しれない。
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